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国民健康保険・後期高齢者医療からのお知らせ
 ８月から新しい保険証に
　現在お使いの国民健康保険と後期高齢者医療の保険証は、７月 31日で有効期限が切れます。
　７月下旬に新しい保険証を郵送しますので、８月１日からは、今回お送りする保険証をお使いください（更
新手続きは不要です）。保険証が届きましたら、記載事項に誤りがないかご確認をお願いします。誤りがあ
りましたら、必ず市役所までご連絡ください。記載事項をご自分で訂正した保険証は使用できませんので
ご注意ください。

国民健康保険 後期高齢者医療
保険証の色 ○旧�ピンク色　⇒　○新�空色 ○旧�空色　⇒　○新�ベージュ色

送　付　先 世帯主の方あてにまとめて郵送します。
（世帯の加入者全員分）

加入者ご本人あてに個別で郵送します。

有効期限

平成 27年７月 31日
※以下の方は、有効期限が異なります。

・�65 歳になり退職者医療制度が非該当とな
る方
・70歳になり高齢受給者証の対象となる方
・75歳になり後期高齢者医療に移行する方
・国保税に滞納のある世帯の方

平成 27年７月 31日
※�保険料に滞納のある方は、有効期限が異なる場
合があります。

※�８月になっても保険証が届かない場合には市役所までご連絡ください。

【学生特例の保険証について】
　国保加入の方で学校等へ進学のため、佐渡市から転出する場合は、学生特例の手続きが必要です。手続
きをされないと国保の資格が喪失となり、保険証が使えなくなります。（市外で修学中でも市内に住民登録
のある方は手続き不要です。）
　手続きに必要なもの　　修学中の方の学生証（写し）または在学証明書（原本）、印かん

【国民健康保険の喪失手続きについて】
　新しい国民健康保険の保険証が届いた方で、職場の健康保険（扶養になっている方も含みます。）に加入
している場合、国民健康保険をやめる手続きが必要です。手続きをされないと国民健康保険税と職場の健
康保険料が二重払いになる可能性があります。
　手続きに必要なもの　　国民健康保険以外の健康保険証、国民健康保険の保険証、印かん

保険料（税）額のお知らせ
【国民健康保険税】
　税額をお知らせする決定通知書および納税通知書は、８月中旬にお送りします。

【後期高齢者医療保険料】
　◆普通徴収（納付書払い・口座振替）の方
　　�７月中旬に、年間の保険料額をお知らせする決定通知書をお送りします。普通徴収の対象となる方
は、5月 31日現在で 75歳になられている方で、10月までに特別徴収（年金からの天引き）にな
らない方です。

　◆特別徴収（年金からの天引き）の方
　　�前年度から引き続き特別徴収となっている方や、今年度 10月から特別徴収が開始される方には、
７月中旬以降に 10月以降の特別徴収額の通知書をお送りします。


